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岡崎市立矢作中学校  
校長  淺井 貞人  

 
   「ラーケーションの日」について（案内） 
 

 このことについて、岡崎市教育委員会より実施の依頼がありました。 

 つきましては、取得の希望がある場合は、下記の手順に従い、対応くださいますようよろ

しくお願いします。 
 

記 
 
１ 令和８年度「ラーケーションの日」実施日時について 

・令和８年４月２７日（月）から令和９年３月２２日（月）のうち３日まで取得可 

・届け出開始日：令和８年４月１３日（月） ※市内統一 

※４月中は、年度当初の活動（学級組織決め等）があるため、４月２７日を開始としています。 
 
２ 「ラーケーションの日」を取得することができない期間について 

【取得することができない日】 

・始業式・終業（修了）式、中間・期末テスト実施日、各学年岡崎学力検査日 

◇１学期 

･5月 1･8日  アースワーク 

･5月 7･21日  健康診断 

･4月 30日、5月 21・28日 

6月 11日 健康診断（対象学年のみ） 

･6月 5･8日  体育大会 

◇２学期 

･ 8月 27･28日 学期はじめ 

･10月 22･23日 文化祭 

 

◇３学期 

･1月 7･8日 学期はじめ 

･2月 24～26日、3月 1～4日 

  卒業式関連（３年生のみ） 

･3月 5日   卒業式 

【その他 矢作中学校でラーケーションをとることを避けていただきたい日】 

 ・修学旅行、海の学習、スキー合宿 などの学年行事日、生徒会役員選挙 

・体育大会準備期間（6月 1～4日) 、文化祭準備期間（10月 19～21日） 
 
３ 家庭からの届け出方法について 

  

 

 

 

 

 

 

 
４ 学習の扱いについて 

・「ラーケーションの日」を取ることで受けられない授業の内容は、週予定等を参考に、家

庭で自習をして補ってください。 
 
５ その他 

・学校では、届け出の際や取得後にラーケーションの活動内容を確認しません。また、「ラ

ーケーションカード」の提出を求めません。ただし、愛知県教育委員会が示す「目的」

「活動例」「届け出の流れ」等を参考に、「ラーケーションの日」の趣旨を理解し、適切に

御対応ください。 

・「ラーケーションの日」は登校しなくても、欠席とはならず、「出席停止・忌引」等と同じ

扱いになります。 

 
 

（連絡先：岡崎市立矢作中学校 教頭 河合和廣 電話３１－３８０８） 

・欠席用連絡フォームで、事前に学校に届け出をしてください。前日までの届け出であれば
取得可能です。 

・岡崎市では、ラーケーション取得に伴う給食の欠食（キャンセル）の申請について、オン
ラインシステム（保護者ポータルサイト つばさ）が導入されました。すでに通知されて
いる「ラーケーション取得に伴う給食の欠食（キャンセル）の方法について（通知）」の文
書を参考に対応をしてください。 

・取得希望日の８授業日前（平日で数えて８日前）までの届け出であれば、給食をカットす
ることができます。それ以降の場合は給食をカットできませんが、前日までであれば届け
出可能です。 


